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第 1

原発 を稼働 させ たの ちに発 生 す る使 用 済み燃 料 の再 処理 や廃棄

物処分 にかか るプ ロセスを、一般 的に原発 のバ ックエ ン ドとい う。こ

のバ ックエ ン ドに要す る金銭 的 な コス トが莫大であ り到底受 け入れ

がたい ものであることについては、原告 らはこれまでに論 じた ところ

である。

このバ ックエ ン ドには、金銭面のほか、社会的な負担・ コス トとい

う観 点か らみて も、我 々の社会 が到底受 け入れ不可能 な問題 がある

(環境経済学でい う 「負 の公共財 」の排 出 )。 この点については、原

告 ら準備書面 34に おいても論 じた ところである。

本書面は、同準備書面の内容 に近時の状況を付加す るとともに、同

準備書面では触れ なかった原発事故 による社会的負担 について、福島

第一原発事故か ら 9年 を経過 した現在 までに明 らか となった事実関係

を中心に論 じるものである。

第 2 使用済み核燃料の処分方法がないこと

1 大量の使用済み核燃料の保管の現状

原発稼働後に生 じる使用済み燃料について、我が国ではこれを再処

理 して新たに燃料 として利用する方針 (核燃料サイクル)が とられて

いた。そのため、使用済み燃料は、次に利用の予定のある資源 と位置

付けられ、定義上は「廃棄物」とはされてこなかった。そ して、再処

理のための保管であるとして、青森県六ケ所村の日本原燃株式会社六

ケ所再処理工場には、3,000ト ン余 りもの使用済み燃料が保管されて

いる。また、六ケ所再処理工場に搬入できずにいる使用済み燃料が、

各地の原発の使用済み燃料プールに 14,000ト ン余 りも保管されてい

る。

これ らの使用済み燃料の保管は、あくまで核燃料サイクルが成立す
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ることを前提 に、そのための資源 としての保管なのであ り、核燃料サ

イクルが成立 しない場合 には、これ らは利用価値 がない どころか処分

方法が全 く決まっていない極 めて厄介 な廃棄物 となるのである。

そ して、我 が国における核燃料サイ クルの方針 は、その中核 となる

高速増殖炉 の研 究用原子炉で あるもん じゅの相次 ぐ事故や技術 的失

敗によって、長年 にわた り頓挫 してきたのである。

2 核燃料サイ クル の破 たん と六ケ所村核燃料再処理施設での管理 の

限界

長年 にわた り技術 的には実現できない といわれ て きた高速増殖炉

の稼働 であるが、2016年 12月 にもん じゅの廃炉が正式決定 された こ

とで、その実現 の道 は確実に断たれた。すなわち、ここに我が国にお

ける核燃料サイ クル とい う方針 の破 たん も決定づ け られたのである。

そ うす ると、六 ヶ所再処理工場における再処理は、その必要性 を失

つた ことになるわけであるが、2020年 7月 、原子力規制委員会 は、

同工場 の審査合格 を決定 した (甲 A264号 証 )。

当然 なが ら、使用済み燃料 の再処理の過程 には、原発 の稼働 と同様

に高度 の危険が伴 う。もん じゅの廃炉 も決定 したいま、かかる危険を

お してまでなぜ六ケ所再処理工場 を稼働 させ る必要があるのか、上記

審査合格 の決定 に対 しては多 くの批判が寄せ られた。これ に対 して等

の規制委員会 は、核燃料サイ クルは政策 の問題であ り審査 は単純 に規

制基準への適合性 の確認 を したのみであると、再処理の必要性 につい

ての言明を避 け、政府 は、いまだ核燃料サイクル方針 が維持 されてい

ることを前提 とした コメン トを繰 り返 した。

しか し、もん じゅの廃炉が正式決定 したいま、我が国における核燃

料サイ クル の頓挫 は明 白であ り、少 な くとも数十年 はその実現の可能

性はない。仮 に六ケ所再処理工場が稼働 した ところで、再処理後 の生

成物が 「燃料」 となる見通 しはな く「廃棄物」とな らざるを得 ない現
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実は何 ら変わることはない。

六ケ所再処理工場 と全国の原発の使用済み燃料プールの保管容量

はまもなく限界を迎える。その処分方法が存在 しないとい う現状は、

2020年 現在においてもなんら変わるところがないのである。

第 3 重大事故後の処理の困難 さ

1 重大事故時に放射性廃棄物 の管理・処理がで きない こと

一般的に原発のパ ックエ ン ドとは、通常稼働 に よ り生 じた燃料や廃

棄物 の再処理・処分プ ロセスを指 し、事故 を生 じさせた場合の処理 に

ついてまではバ ックエ ン ドとしては語 られていない。

しか し、事故が生 じた場合 の処理については、安全対策や賠償制度

の整備 の局面 と同様 に当然 に想定 され るべ きである し、事故処理に係

る社会的負担が社会 において受容可能であるか とい う問題は、一般 の

バ ックエ ン ドの問題 と構造 は同一である。

以下、原発 が事故 を起 こ した場合の処理 にかか る社会的コス トがい

かなるものであるかを、福 島第一原発事故か ら現在 までの事故処理過

程 を実例 に明 らかに し、これが我々の社会 において到底受容できない

ものであることを論 じる。

2 除染の限界

(1)仮置き場の放置・汚染土流出

事故後、福島県では 1700万 ポ以上の範囲の除染が行われた。除

染で取 り除かれた除染土等 (土・草木)は、まず仮置き場等の保管

場所で暫定的に管理 され、その後、中間貯蔵施設・仮設焼却施設ヘ

搬出されることとなっている。中間貯蔵施設等に保管された除染土

等は、最終的には福島県外で最終処分されることとなっている。

除染土仮置き場とは、除染土等を保管容器 (フ レコンパッグ)に
4



いれ た ものを、県内各地にほ とん ど露天 (シー トを被せたのみ)で

保管 しているものであ り、2016年 ころには 1400か所 ほ ど設 け られ

ていた (甲 A265号 証 )。

仮置 き場は文字通 り「仮」の保管場所であつたはずである。仮置

き場 は、2021年 までに解消 され る予定 と公表 されていたが、2020

年 に至って も、いまだ 500か所 をこえる仮置 き場 に汚染土等 が とど

め置かれている。

仮置 き場は、前記の とお リフレコンバ ングに入れた汚染土等 を積

み上 げた ものにシー トを被せ ただけのものであ り、流 出等の危険に

対 しては全 く脆弱なものである。そのよ うな脆弱な状態での保管が

9年余 りも続いた ことによつて、福 島県では、汚染土の流出問題 が

相次いで生 じてい る。

2019年 には、福 島県で台風 19号 による河川 の氾濫が生 じたが、

田村市、二本松市、飯館村 な どで 50袋超 の流 出が生 じた。 このほ

かに も、2015年の豪雨時には、飯舘村の水 田か ら約 450袋 の流 出

事故 も生 じてい る (甲 A266号 証 )。

未 だ全体の 4割 もの汚染上が仮置 き場 に とどめ置かれたままで

あ り、同様 の汚染土流 出事故 は今後 も生 じる危険は大きい。

(2)除 染土等の 「再生利用」 とい う方針

上記 の とお り、除染上の仮置 き場か ら中間貯蔵施設等への搬 出 自

体 が大幅に停滞 してい るが、この中間貯蔵施設か ら福 島県外 に搬 出

されて最終処分 され る とい う方針 自体、事故か ら 9年余 り経過 した

現在 で も、まった く進 んでいない (甲 A267号 証 )。

このままでは、中間貯蔵施設 とい う名 で恒久保管 となる恐れす ら

あ るのである。

そ こで現在、除染土等 の最終処分 を諦 め、「再生利用」す る とい

う方針す ら打ち出 されてい る。汚染土の うち放射性物質の汚染濃度
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の低い土を、資源 として公共工事 な どで使用す るとい うのである。

除染 を した意味がない どころか、放射性物質の積極的拡散行為 を

行お うとい う言語道断の方針 と言わ ざるを得ないが、かか る方針 を

打ち出 さざるを得 ないほ どに、除染 土の処分 とい うのは困難 を極 め

るのである。

(3)′ Jヽ 括

福 島第一原発事故では、除染が行 われ た地域のほ とん どは福 島県

内に限 られていたが、それで も、事故か ら 9年が経過 して も処分問

題が未解決 のまま、あ らたな汚染 を拡げ る事態を招いてい るのであ

る。事故 による放射性物質の拡散範 囲は、風向き次第で どこまで も

広がるものであるが、仮 に複数の都道府 県 をまた ぐよ うな広範 囲な

汚染 を生 じさせ る事故が起 こつた場合 、除染土問題 はもはや解決不

可能な問題 となるであろ う。

3 汚染水問題

(1)溜 ま り続 ける汚染水

福 島第一原発 では、事故後、溶融燃料 の冷却のために毎 日数百 ト

ンの水 を原子炉 に注入 している。また、福 島第一原発 の山側 か ら海

側 に向けて流れてい る地下水が原子炉建屋 に流れ込んでお り、これ

らの水が高濃度 の放射能汚染水 といわれ ているものである。

東電は、この汚染水の リスクを下げるため、セシウム、ス トロン

チ ウムな ど トリチ ウム以外の放射性核種 を分離除去す る処理 (他核

種除去設備 (ALPS(ア ルプス))を行 つている。

その処理 をされた処理水が、現在 、120万 トン超、福 島第一原発

敷地内に置かれた 1000個以上のタンクにイ呆管 されている。

この処理水 は、当初 は放射能汚染度 を法令 の基準値 (告示濃度 )

以下まで下げる と謳 われていたが、アル プスの処理が不十分 であっ

た ことか ら、現在保管 中の処理水の うち 7割は法令の基準値 を超 え
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て しまっている (甲 A268号 証 )

(2)汚染水 の海洋放 出

溜ま り続 ける汚染水 について、2019年 9月 、原 田環境相 (当 時 )

は、これ を海洋放 出す る必要があるか も しれない と述べた。汚染水

のタンクが 2022年 に一杯 になるとい うのがその理 由である (甲 A

269号 証 )。

もはや法令 の基準値 を守 ることさえできない とい う事態は、この

汚染水 問題 がお よそ解決不可能 な問題 で あることを如実 に示 して

いるものである。

かかる方針 に対 しては、国内外 か ら強い反対の声が上がっている

が、とりわけ深刻 なのが、い うまで もな く福島県及び隣県の水産業

への大きな打撃である。

(3)′lヽ 括

汚染水 を巡 つては、事故か ら 9年余 り経過 して、解決が及んでい

ない どころか 日々状況が悪化 してい る。

汚染水 問題 も、除染土問題 と同 じくお よそ解決不可能 な問題であ

り、到底我 々の社会 において受容 できるものではない。

4 事故サイ トの廃炉 の困難 さ

(1)廃炉作業の困難 さ

福 島第一原発 の廃炉作業には 40年かか るといわれている。廃炉

作業 をす るのに原発 の稼働年数 に匹敵す る年数 がかか る とい うこ

と自体、お よそナ ンセ ンス と言わ ざるを得 ない。 ところが、事故か

ら 9年余 り経過 して、実際には、 この 40年 とい う数字す ら非現実

的であった ことが明 らか となつた。

た とえば、 1号機 では、核燃料 の取 り出 しにも至っていない どこ

ろが、いまだがれ きの撤去作業 中であ り、溶融デブ リの確認す ら未
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了である。

核燃料 の取 り出 しについては、当初 の予定では、3号機 は 2014

年、1号機 では 2017年 とされていたが、実際には、3号機 の取 り出

しは 2018年 と 4年遅れてお り、 1号機 では 2027年 ころ着手見込み

と、 10年 は遅れ ることとなっている (甲 A270号 証 )。

そ して今後 の廃炉作業 には、溶融デブ リの取 り出 しとい う最大の

難 関が残 つている。

廃炉作業の工程表は、すでに 5回 にわた り、いずれ も工程 を後 ろ

倒 しにす る方 向での改訂が され てお り、廃炉作業が実際にいつ終了

す るのかについては、事故か ら 9年余 り経過 して も不透明なままで

ある。

(2)事故処理作業員の被 ば く労働

福 島第一原発では、2016～ 2017年 ころは 1カ 月 当た り平均 して

3,900～ 6,200人、2018～ 2019年 は 1カ 月平均 して 7,200人 の作業

員が、事故収東・廃炉作業に従事 してい る。これ ら作業員は当然に

被 ば くを余儀 な くされ る。

東京電力は、作業員 の平均被 ぼ く線量を提 えて、これが年間平均

で 20mSvを 大幅に下回つてい る (た とえば 2016年は 2.90m S

v)こ とを強調す る。

しか し、最大被ば く線量 に 目を向けてみ ると、2016年は 38。 83

mSv、 2017年 にも 32.74m S vと 、年間 20mSvと い う政府基

準 を大幅 に上回つた被 ば くも生 じてい るのであ る (甲 A271号

証 )。

そ もそ も平均被 ば く線量 自体、事故前の基準である年 間 lmsv

を大幅に上回つているのであるが、30mSvを 超 える被 ば くを生

じさせ なが らの廃炉作業 な ど、到底許 され るはずがない。

そ して、上記の とお り廃炉作業 は 40年 とい う当初 の見通 しを大
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き く超 えて長期化す ることが予想 され るのであ り、今後の労働者被

ば くも、 どれ ほ どのもの となるのか想像す らできない。

(3)′lヽ 括

か よ うに廃炉作業には、その コス トの面以外 にも著 しい社会的負

担が不可避 であ り、とりわけ労働者被ば くについては、人の生命身

体 に対す る侵害 とい う点で、お よそ許容す ることが不可能である。

5  ′lヽ 1舌

以上の とお り、原発 には、その事故後の処理等 を巡っては、解決が

困難 とい うことを超 えてお よそ不可能な問題が多々存在す る。それ に

よ り社会 的負担 が笹大 どころか予想 もつかない ものであることは こ

こに挙げたいくつかの現状を見るだけで明らかである。

以上
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